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疑義解釈資料の送付について（その７）

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成26年厚生労働省告示第57

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項

について」（平成26年3月5日保医発0305第3号）等により、平成26年4月1日よ

り実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会

資料を別添1から別添4のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

なお、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（平成26年3月31日付事務

連絡）を別添5、「疑義解釈資料の送付について（その２）」（平成26年4月4日

付事務連絡）を別添6、「疑義解釈資料の送付について（その３）」（平成26年4

月10日付事務連絡）を別添7、疑義解釈資料の送付について（その４）」（平成

26年4月23日付事務連絡）を別添8、「疑義解釈資料の送付について（その５）」

（平成26年5月1日付事務連絡）を別添9のとおり訂正いたしますので、併せて

送付いたします。
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また、通年で見ると多剤投与を行っている月があっても、6月に行ってな

い場合は別紙様式40からすると報告する義務はないということか。

（答）平成26年度も6月に受診した外来患者に関する状況を記載して提出する必要があ

るが、厚生局への提出は平成26年9月30日までとする。（平成27年度以降は、6月に

受診した外来患者に関する状況を記載して、各年7月31日までに厚生局に提出する

こと）

なお、「『精神科の診療に係る経験を十分に有する医師』の数（6月1日時点）」欄

については、平成26年度に当該要件（精神科薬物療法に関する適切な研修の修了）

を満たす者がいないため、記載しなくても差し支えない。

【リハビリテーション】

（問10）がん患者リハビリテーション料の届出をしていない保険医療機関において、

廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーション双方のリハ

ビリテーションを必要とする状態の入院患者に対して、脳血管疾患等リハビ

リテーション（廃用症候群の場合）を算定することができるのか。

（答）廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーションの双方が必要

な場合、がん患者リハビリテーションの適用が優先されるため算定できない。

がん患者リハビリテーションを提供するために、がん患者リハビリテーション

料の届出を行っていただきたい。ただし、平成26年3月31日において、脳血管疾

患等リハビリテーション料（廃用症候群の場合）を算定していた患者については、

がん患者リハビリテーション料の施設基準において、研修要件を満たしていない

ため届出できない場合についてのみ、平成27年3月31日までに限り、廃用症候群

に係る評価表（別紙様式22）にその理由を記載した上で脳血管疾患等リハビリテ

ーション料（廃用症候群の場合）を算定することはやむを得ないものとする。

【その他】

（問11）廊下幅を、柱等の構造物（手すりを除く。）を含めた最も狭い部分におい

て基準を満たすことを要件とする規定について、すでに工事が完了している

場合や、設計又は工事に着手している場合であって、平成26年４月１日以降

に届け出ることとなった場合であっても、平成27年４月からは要件が義務化

されるのか。

（答）・工事が完了している場合

・設計又は工事に着手している場合

であって、平成27年3月31日までに届け出たものについては、増築又は全面的

な改築を実施するまでの間は、要件が免除される。


